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議案第１２８号 

上越市立幼稚園条例の一部改正について 

上越市立幼稚園条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和元年９月３日提出 

                          上越市長  村 山 秀 幸   

 

上越市立幼稚園条例の一部を改正する条例 

上越市立幼稚園条例（昭和４６年上越市条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

第２条から第４条まで、第５条の前の見出し及び同条を削る。 

第６条に見出しとして「（委任）」を付し、同条中「前条の規定により市長が規則で定め

るもののほか、」を削り、同条を第２条とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に改正前の第４条の規定により保育料の全部又は一部を免除され

た者については、改正前の第３条ただし書の規定は、この条例の施行後も、なおその効力

を有する。 


